
随 意 契 約 理 由 書 

     

（工事名）検定満期量水器取替工事その１（単価契約） 

 

 本件は、計量法施行令第 18 条の規定に基づき四條畷水道センター管内の検定満期量水器

取替工事であり、住宅や店舗など水道使用者の敷地内に立ち入り、量水器の取替及び排泥作

業を行うものである。 

ついては、量水器の取替後に漏水等が発生した場合に速やかに修繕に赴くなど、あらゆる

事態に対応できる体制が必要である。また、量水器の取替予定件数が多く管内全体に点在し、

指定期間内に取替を実施するためには、単独の事業者では困難であり、管内の地理等を熟知

し、かつ、技術的経験もしくは同工事の施工実績を有していることが必要不可欠である。 

以上の理由により、管内に事業所を置いている複数の業者で構成されている四條畷市プラ

マー事業協同組合が唯一その要件を満たしており、確実な工事の達成を見込むことができる

事業者である。 

よって、地方公営企業法施行令第 21 条の 13 第 1 項第 2 号の規定により四條畷市プラマ

ー事業協同組合と随意契約を行うものである。 

 

 

 

比較見積りの省略理由 

 

 大阪広域水道企業団契約規程第 13条及び同運用 7第 13条関係第 1項第 1号の規定により

比較見積りを省略する。 



随意契約理由書 

 

（件 名） 砂四丁目地内漏水に伴う緊急道路等復旧工事 

 

令和 6年 5月 15日（水）6時 00分頃に発生した水道管漏水事故の影響で市道のり面が崩

落し、隣接する民地に土砂が流出堆積した。このため、崩落跡仮道路の本復旧及び隣接地の

土砂撤去、現況復旧を早急に実施する必要がある。 

このため、地方公営企業法施行令第 21 条の 13 第１項第５号の規程により、随意契約と

する。 

 

 

比較見積り省略理由書 
 

本工事については、緊急で着手可能な一般土木業者を確認した結果、最短で着手可能と回

答があった㈱川村工務店に緊急修繕を依頼することとする。 

よって以上の理由から、大阪広域水道企業団契約規程運用第 13条関係第１項第７号に該

当するため、比較見積りを省略する。 




